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文京区公共建築物等における木材利用推進方針 

 

202５文資環第６８９号令和８年３月２日区長決定 

 

１ 目的 

この方針は、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用

の促進に関する法律(平成２２年法律第３６号)に基づく、建築物における木材の利用

の促進に関する基本方針(令和３年１０月１日木材利用促進本部決定)に即して、文京

区(以下「区」という。)における公共建築物及び公共工作物（以下「公共建築物等」と

いう。）の木材利用推進に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 用語 

この方針に使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

⑴ 木材  

国内で生産された木材をいう。 

⑵ 建築物  

建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第２条第１号に規定する建築物をいう。 

⑶ 公共建築物  

区が管理を行う建築物(区の委託により管理される建築物及び指定管理者が

管理する建築物を含む。)をいう。 

⑷ 公共工作物 

区が事業主体となり施工する道路、公園等に係る工事により整備される工作

物をいう。 

⑸ 建築 

新築、増築、改築又は改修をいう。 

⑹ 木質化 

建築物の内装及び外装の全部又は一部に木材を使用することをいう。 

⑺ 多摩産材 多摩産材認証協議会が定める制度により認証された木材をいう。 

 

３ 木材利用の意義 

公共建築物等において木材を率先して利用することにより、民間の建築物等にお

いて木材利用を促進するほか、次に掲げる事項の実現に資することが期待される。 

⑴ 森林における造林、保育及び伐採、木材の製造、建築物等における木材の利

用並びに森林における伐採後の造林という循環が持続的に行われ、森林による

二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図ることにより、脱炭素社会の実現に

寄与する。 
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⑵ 製造過程における多量の二酸化炭素の排出等による環境負荷の程度が高い

資材又は化石資源に代替して、森林から再生産することが可能である木材を利

用することで二酸化炭素の排出抑制その他環境負荷低減に寄与する。 

⑶ 森林の有する環境保全、水源の涵養その他の多面的機能が持続的に発揮され

るとともに、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展に寄与する。 

 

４ 区が整備する公共建築物等における木材利用の推進 

公共建築物等を建築するに当たっては、積極的に木材を利用する方法を採用

し、次に掲げるとおりその使用に努めるものとする。この場合において、区と交流連

携のある自治体を産地とする木材又は多摩産材を優先的に活用するものとする。 

⑴ 公共建築物 

施設の特性を踏まえ、積極的に木材を使用し、建築物の木質化を図る。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。 

ア 建築基準法、消防法(昭和２３年法律第１８６号)その他関係法令、施設設置

基準等により適当でないと認められる場合 

イ 施設の利用目的、安全性、維持管理等を考慮して困難と認められる場合 

ウ その他木質化が困難と認められる場合 

⑵ 公共工作物 

公共工作物の整備に当たっては、木材及び木材を活用した木製品を積極的に使

用する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

ア 工作物の利用目的、安全性、維持管理等を考慮して困難と認められる場合 

イ その他木製品の使用が困難と認められる場合 

⑶ 備品及び消耗品 

公共建築物等の什器等の備品及び文具類等の消耗品は、木材を利用したもの

を積極的に調達する。 

⑷コスト面等で考慮すべき事項  

区は、公共建築物等の整備において、木材を利用するに当たって建築コストの

適正な管理、維持管理及び解体・廃棄等のコストも含むライフサイクルコストについ

て十分に配慮するとともに、利用者のニーズや木材の利用による付加価値等も考

慮し、これらを総合的に判断した上で、木材の利用に努めるものとする。 

 

５ 木材利用のＰＲ及び普及の推進 

区は、木材利用の推進に当たり、公共建築物等への木材利用により、調湿効果若

しくは吸音効果又は人の心を和ます効果等の木材の持つ良さや木材利用の意義に

ついて、区民等に対し啓発及び普及の推進に努めるものとする。 

 



６ 情報提供等 

区は、国、関係自治体等と連携を緊密にすることにより、公共建築物等における木

材利用が推進されるよう、情報の提供等に取り組むものとする。 

 

７ その他 

本方針の実施に当たっては、関係各課で協議し、積極的な展開を図るものとする。 

 

 

   付 則 

この方針は、令和８年３月２日から施行する。 
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多摩産材と触れあう場を創出し、更なる利用拡大を図るため、区市町村に

よる「木材利用推進方針」の策定を促すとともに、モデル的な公共施設整備
に対して支援し、継続的な木材利用を推進します。

要綱・要領・事業費補助金交付要綱・申請様式等資料に関して、ホームページにてご確認くださいURL:https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/ringyou/kiiku/tama/sanzai/kokyo/

要綱・要領・事業費補助金交付要綱・申請様式等資料に関して、ホームページにてご確認ください
URL:https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/ringyou/kiiku/tama/sanzai/kokyo/

区 市 町 村 向 け 補 助 事 業

公共施設への多摩産材利用促進プロジェクト とは

＜事業概要＞
区市町村が設置または整備する施設において、木材を活用したモデル的な
施設整備を支援

（１）対 象 施 設
区市町村立施設 小・中学校、児童館、図書館、博物館、公園

陸上競技場、体育館、病院、保健センター等

（２）対 象 行 為 等

 
 

 （３）補 助 額 等
・木造化の工事費は１区市町村あたり単年度上限６,０００万円（補助率1/2）

・木造化の設計費は１区市町村あたり単年度上限３,０００万円（補助率1/2）

・木造化以外は対象経費１区市町村あたり単年度上限３,０００万円（補助率1/2）

・補助対象ごとに東京の木多摩産材の使用割合等に関する条件があります
・東京の木多摩産材および東京の森林に関するＰＲを実施する必要があります

*複数の区市町村が連携して行う事業は、上記金額を1事業あたりの上限額として適用

*債務負担事業の補助額は、全額を事業開始年度の補助額として上記の各単年度枠に加算

◆令和８年度 制度改定
多摩産材等の一層の利用促進を図るため、木造化および内装木質化については、
東京の木多摩産材に加え、国産材を補助対象としました。
(国産材の補助率は1/3で東京の木多摩産材量を上限とします)
ぜひ公共施設の整備において「東京の木 多摩産材」の活用をご検討ください。
※詳しくは、東京都 産業労働局 農林水産部 森林課 森づくり推進担当 03(5００0)７１９８まで

＊継続した木材利用を促すため、木材利用推進方針を策定した区市町村に対して補助
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令和８年４月１日現在

不　要
国産木材

うち東京の木多摩産材を
3割以上使用

対　象
木材利用推進方針

　策定の有無
使 用 木 材

木造化、内装木質化

木製什器、木製遊具

木製外構施設
木塀、門扉、パーゴラ

ベンチ、デッキ等

東京の木多摩産材
一部国産木材を含む

東京の木多摩産材

必　要

必　要

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/ringyou/kiiku/tama/sanzai/kokyo/
01484605
Image
ここにメモを書いてください。



○ 支援の対象事業

区 分 事業の内容

木造化

建築物の構造材に東京の木多摩産材由来の建材をあらわしで使用する木造

建築物（混構造建築物の場合は木造部分）

➢ 東京の木多摩産材由来の建材の使用割合が30%以上、または東京の木

多摩産材由来の建材の使用量が50㎥以上

内装木質化

床、壁、建具等の仕上げ材として東京の木多摩産材由来の建材を使用する

内装木質化

➢ 東京の木多摩産材由来の建材の使用量は、１㎡当たり0.01m3以上かつ、

計画全体における東京の木多摩産材由来の建材の使用割合が30%以上

木製遊具の

整備

東京の木多摩産材由来の製品等を使用した、定置型木製遊具の整備

➢ 東京の木多摩産材の使用量が、製品個々につき１㎡当たり0.08m3以上

木製什器の

整備

東京の木多摩産材由来の製品等を使用した、木製什器の整備

➢ 東京の木多摩産材の使用量は、製品個々に使用される木材の３０％以上

木製外構施設の

整備

東京の木多摩産材由来の製品等をはじめとする国産木材を使用した外構施

設の整備

➢ 東京の木多摩産材をはじめとする国産木材の使用量が、１㎡当たり

0.012㎥以上（うち東京の木多摩産材の使用割合が３０％以上）

（注）いずれも、使用する東京の木多摩産材等が、日常的に利用者の目に触れられる状態にあること。

○ 支援の対象経費
区 分 対象経費の内容

木造化に係る経費

天井、柱、梁（はり）等の木造工事のうち、東京の木多

摩産材由来の建材を構造材として使用する部分の設計費、

工事費、並びに国産材を構造材として使用する部分の

工事費（東京の木多摩産材の利用量を上限とする）

内装木質化に係る経費

床、壁等の内装工事及び木製建具工事のうち、東京の木

多摩産材由来の建材を仕上げ材として使用する部分の工

事費、並びに国産材を内装材又は木製建具として使用す

る部分の工事費(東京の木多摩産材の利用量を上限とする)

木製遊具の整備に係る経費
木製遊具の購入費、組立費、設置費、運搬費、工事費

および安全対策費

木製什器の整備に係る経費 木製什器の購入費、組立費、設置費および運搬費

木製外構施設の整備
木製外構施設の購入費、組立費、設置費、運搬費および

工事費

（注）① 補助対象経費は、事業実施に必要な最小限の経費とする。
② 解体・撤去費については補助対象経費に含まないものとする。
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